
1 給付金の支給対象であるかの確認

・下記フローの□をチェックし、給付金の対象であるかどうかを確認してください。

・下記フローにおける（※）については、本申請受付要項の４ページを参照してください。

（次ページも確認してください）

都内に本店・本社のある中小企業等（※1）又は都内に住所のある個人事業者等

以下①～③のいずれかにより緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等

の影響を受けている（※２）

   　　　　 □ ①対象措置の対象となっている飲食店と直接の取引がある

   　　　　 □ ②対象措置の対象となっている飲食店と間接の取引がある

  　　　　  □ ③不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けた

休業要請等に伴う協力金や支援金等を受給していない（※３）

給

付

金

支

給

対

象

外

□ YES

□

□ NO

□ NO

□ NO
□

給付金チェックシート

YES

□ 30%

未満

平成31年（令和元年）又は令和２年と比較した

令和３年４・５・６月の月間売上額の減少率

 □ 50%以上

YES

□
30%以上

50%未満

国の支援金に

加算して支給（※４）

国の対象外を

都独自に支給



2 給付金制度等の理解の確認

・本給付金制度にかかる以下の説明を確認し、□をチェックしてください。

提出した書類を含む申請した情報に虚偽がある等、不正が判明した場合、申請者は本給付金全額の返還等に

応じるとともに、本給付金と同額の違約金を支払い、これ以降の申請は辞退となります。

□

□

□

□

□

令和３年４月１日時点で、都内に本店・本社のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等が、本給

付金を受給することができます。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いた協力金の支給対象でなく、かつ、都の休業の協

力依頼などを行う中小企業等に対する支援金を受給しない場合に、本給付金を受給することができます。

本給付金の受給者は、事業の継続・立て直しやそのための取組を継続的に実施する必要があります。

酒類販売事業者は、飲食店が酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じていないことを把握しつつ当該飲食店

との取引を行っている場合、本給付金を受給することができません。


